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NEWS
　    Report

「大量調理施設衛生管理マニュアル
( 平成 29 年 6月 16 日付 )」の改正について

平成 29年 06月 16日付けで
「大量調理施設衛生管理マニュ
アル」が改正されました。

今回改正された背景

本マニュアルについては、平成 28 年

07 月にも、ノロウイルス食中毒事故

に対する措置案として大幅な改正が

行われましたが、先般の薬事・食品

衛生審議会食品衛生分科会食中毒部

会において、平成 28 年度の食中毒発

生状況を踏まえ、ノロウイルス対策

並びに腸管出血性大腸菌対策に関す

る議論がなされ、調理従業者等の健

康状態の確認に関する重要性が指摘

された事によって、新しく改正され

ることになりました。

中毒が発生し、関係自治体による調

査の結果、未加熱の野菜調理品 ( きゅ

うりのゆかり和え ) が原因食品である

と判明し、この事により、高齢者や

若齢者等の抵抗力が弱い方々に、野

菜及び果物を加熱せず提供する場合

には ( 表皮を除去する場合を除く。)

殺菌処理を施す必要があると定めら

れました。

また、平成 29 年 02 月に、きざみの

りを原因食品とする大規模なノロウ

イルス食中毒が発生し、乾物や摂取

量が少ない食品も含めて、製造加工

業者には、調理従事者の健康状態の

問診確認と、その記録の保管に関す

るノロウイルス対策を適切に行う事

が定められました。

平成 28 年度に東京都及び千葉県の老

人ホームにおいて合計 10 名が死亡す

る腸管出血性大腸菌 O-157 による食

＜表 1＞平成 29年 食中毒発生事例
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今回の改正によって、本マニュアル内

に新たに追記もしくは変更された箇所

としましては、大きく「原材料の受入

れ・下処理段階における管理」に係る

改正と、「調理従業者の衛生管理」に

係る改正であります。

【原材料の受入れ・下処理段階における管理に係る改正】主な改正箇所について

「高齢者、若齢者及び抵抗力の弱

い物を対象とした食事を提供す

る施設で、野菜及び果物を加熱

せずに供する場合 ( 表皮を除去

する場合を除く)殺菌すること。」

と対象施設が新たに明記されま

した。

「加熱せずに喫食する食品 ( 乾物

や摂取量が少ない食品を含む ) を

原材料として、受入れる場合は、

製造加工業者の衛生管理体制を

確認すること。特にノロウイル

ス対策を適切に行っているのか

を確認すること。」と新たに明記

されました。
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「大量調理施設衛生管理マニュアル」に記載されている野菜・果物の殺菌洗浄方法

【処理方法】
①流水で３回以上水洗いする。
②必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌※した後、流水で十分水洗いする。
③水切りする。
④専用のまな板、包丁でカットする。
⑤清潔な容器に入れる。
⑥清潔なシートで覆い ( 容器がふた付の場合は除く )、調理まで 30分以上を要する場合には、10℃以下で冷蔵保存する。
※水洗い前の工程は省略しています。

【殺菌で使用可能な薬剤】
・次亜塩素酸ナトリウム溶液　(200mg/ℓで 5分間又は 100mg/ℓで 10分間 )
・亜塩素酸水 ( きのこ類を除く )
・亜塩素酸ナトリウム溶液 ( 生食用野菜に限る )
・過酢酸製剤
・次亜塩素酸水
・食品添加物として使用出来る有機酸溶液
※これらを使用する場合、食品衛生法で規定する「食品、添加物の規格基準」を遵守すること。

「大量調理施設衛生管理マニュアル」

は、同一メニューを１回 300 食以上

または１日 750 食以上を提供する大

量調理施設に適用される規定ですが、

それ以外の中規模、小規模の調理施

設でも、また、加熱せずに喫食する

ことを前提にしているカット野菜や

カット果物等を加工する施設におい

ても、また他にも、生野菜を原料と

する浅漬け等、漬物類を製造・加工

している施設でも、同マニュアルの

趣旨を踏まえた上で衛生状態を管理

するように指導されています。

　従いまして、食品の製造及び提供

されます企業様におかれましては、

今後も最新のマニュアルに注意され、

本マニュアルにできる限り準拠した

上で、施設内で取り扱われる原材料

の保管や施設内の衛生管理、並びに

調理従事者等の健康管理の徹底を図

られ、引き続き、食中毒の発生防止

対策の強化を図られます様、切にお

願い申し上げます。

まとめ

【調理従業者等の衛生管理に係る改正】

現在、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（別添２：標準作業書）（原材料等の保管管理マニュアル）で記載されている野菜・

果物の殺菌洗浄方法と、殺菌時に使用することが出来る薬剤は表の通りであります。

「調理従業者等は、毎日作業開始

前に、自らの健康状態を衛生管

理者に報告し、衛生管理者はそ

の結果を報告すること。」と新た

に明記されました。

「調理従業者等は臨時従業員も含

め、10月から 3月までの間には、

月に 1 回以上、又は必要に応じ

てノロウイルスの検便検査に努

めること。」と新たに検便の期間

と頻度が明記されました。

「ノロウイルスの無症状病原体保

有者である事が判明した調理従

業者は、検便検査においてノロ

ウイルスを保有していない事が

確認されるまでの間、食品に直

接触れる調理作業を控えるなど

適切な措置を取ることが望まし

いこと。」と新たに発病に至らな

い感染が判明した場合の対応が

明記されました。

「これまでノロウイルスの検査に

当たっては、リアルタイム PCR

法等の高感度の検便検査を実施

し、保有の有無を確認する事」と

されていましたが、「遺伝子型に

よらず、概ね 1ｇ当たり 105 オー

ダーのノロウイルスを検出出来る

検査法を用いる事が望ましい。」

と変更になりました。
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ケア・フォー ハンズ プロフリー

容量・入り数

1kg×1 PET
5kg×1 PET
20kg×1 PET


